
公布された条例のあらまし 

 

◇静岡県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由及び内容 

 (1)  防疫等作業手当について、作業の特殊性を考慮し、心身に著しい負担を与える作業に従事した場合に

は、支給額を加算することとしました。（第７条関係） 

 (2)  その他必要な改正を行いました。 

２ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行し、１の(1)については、令和３年４月１日から適用することとしまし

た。 

 

◇新型コロナウイルスに打ち勝つ静岡県民支え合い基金条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由及び内容 

  新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴い、必要な改正を行いまし  

た。（第１条関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇静岡県手数料徴収条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由及び内容 

(1)  長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等

の額を改定するとともに、長期優良住宅の認定を受けた住宅の容積率の特例許可申請手数料を新設しま

した。（別表関係） 

(2)  銃砲刀剣類所持等取締法の改正に伴い、クロスボウの所持の許可等に係る手数料を新設するほか、必

要な改正を行いました。（別表関係） 

２ 施行期日 

この条例は、１の(1)については令和４年２月20日から、(2)については同年３月15日から施行することと

しました。 

 

◇静岡県港湾管理条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由及び内容 

  受益者負担の適正化を図るため、港湾区域内に設置する飲食店等に係る占用料を新設しました。（別表

第４関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、令和４年４月１日から施行することとしました。 

 



◇静岡県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由及び内容 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、新たに市町が処理することとなる事務の追加を

する改正を行いました。（別表第１関係） 

２ 施行期日 

この条例は、令和４年２月20日から施行することとしました。 

 

◇静岡県信用保証協会が行う損失補償契約の対象となる保証に係る求償権の放棄等に関する条例の一部を改 

正する条例 

１ 改正の理由及び内容 

  産業競争力強化法の改正に伴い、引用している条項を改めました。（第３条関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 


